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本
市
で
は
、
高
齢
者
に
「
は
り
・

き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
割

引
券
」
と
「
公
衆
浴
場
無
料
入
浴
券
」

を
交
付
し
て
い
ま
す
。
希
望
者
は
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
昨
年
度

に
利
用
し
た
人
に
は
、
三
月
中
に
郵

送
し
ま
し
た
。

□
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
割

引
券

有
効
期
間
＝
来
年
３
月
31
日
�
ま
で

対
象
＝
七
十
歳
以
上
（
昭
和
11
年
３

月
31
日
以
前
生
ま
れ
）
の
人
（
医
師

の
同
意
に
基
づ
き
保
険
診
療
を
受
け

て
い
る
人
は
除
く
）

割
引
券
の
交

付
＝
一
人
五
枚
　
利
用
方
法
＝
指
定

施
術
所
で
の
み
利
用
可
。
診
療
を
受

け
る
と
き
は
施
術
ご
と
に
割
引
券
以

外
に
千
円
、
出
張
施
術
は
別
に
費
用

が
必
要
　
申
し
込
み
＝
介
護
高
齢
福

祉
課
へ

□
公
衆
浴
場
無
料
入
浴
券

有
効
期
間
＝
来
年
３
月
31
日
�
ま
で

対
象
＝
六
十
五
歳
以
上
（
昭
和
16
年

３
月
31
日
以
前
生
ま
れ
）
で
独
り
暮

ら
し
の
人
　
割
引
券
の
交
付
＝
一
人

三
十
六
枚
　
利
用
方
法
＝
指
定
公
衆

浴
場
で
の
み
利
用
可
　
申
し
込
み
＝

介
護
高
齢
福
祉
課
へ

○
…
問
い
合
わ
せ
は
同
課
�
８
９
０

―
６
１
３
３
へ
。

二
十
歳
に
な
る
と
学
生
で
も
、
国

民
年
金
に
加
入
し
て
保
険
料
を
納
め

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

年
度
ご
と
に
申
請
し
て
承
認
を
受
け

る
こ
と
で
、
保
険
料
納
付
が
猶
予
さ

れ
る
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ

り
ま
す
。

こ
の
制
度
は
家
族
の
収
入
に
は
関

係
な
く
、
本
人
の
所
得
（
前
年
中
の

所
得
で
百
十
八
万
円
以
下
）
が
基
準

で
す
。
ま
た
、
学
生
納
付
特
例
期
間

は
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
要
件

に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は

反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
期
間
は
、

十
年
以
内
ま
で
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
（
追
納
制
度
）
が
で
き
ま
す
。
な

お
、
保
険
料
は
三
年
目
以
降
、
経
過

し
た
年
数
に
よ
っ
て
加
算
さ
れ
た
額

に
な
り
ま
す
。

申
し
込
み
＝
年
金
手
帳
、
学
生
証
ま

た
は
在
学
証
明
書
、
印
鑑
を
用
意
し
、

市
役
所
国
保
年
金
課
（
�
８
９
０
―

６
２
５
４
）、
各
支
所
へ
直
接

次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
固
定
資

産
税
や
都
市
計
画
税
が
申
請
に
よ
っ

て
、
減
額
や
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

�
生
活
保
護
法
の
生
活
扶
助
を
受

け
て
い
る
な
ど
、
徴
収
猶
予
、
納
期
限

の
延
長
な
ど
で
も
納
税
が
困
難
（
原

則
と
し
て
自
己
の
居
住
に
必
要
と
認

め
ら
れ
る
資
産
の
み
を
所
有
）
�
所

有
す
る
固
定
資
産
が
公
民
館
な
ど
不

要
約
筆
記
通
訳
者
を
養
成
す
る
講

座
を
開
き
ま
す
。

講
座
名
＝
�
手
書
き
�
パ
ソ
コ
ン
　

日
時
＝
６
月
21
日
〜
12
月
20
日
の
火

曜
二
十
六
回
、
午
後
１
時
30
分
〜
３

時
30
分
　
会
場
＝
県
社
会
福
祉
総
合

セ
ン
タ
ー
（
新
前
橋
町
）

対
象
＝

県
内
在
住
で
、
講
座
修
了
後
、
県
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
プ
ラ
ザ
の
要
約

筆
記
通
訳
者
派
遣
事
業
に
登
録
し
活

動
で
き
る
人
、
各
十
人
（
選
考
）

参
加
費
＝
無
料
（
教
材
費
は
実
費
負

担
）

用
意
す
る
物
＝
�
は
ノ
ー
ト

パ
ソ
コ
ン
　
申
し
込
み
＝
５
月
６
日

�
〜
13
日
�（
必
着
）に
往
復
ハ
ガ
キ

で
。
希
望
講
座
名
・
住
所
・
氏
名（
ふ

り
が
な
）・
性
別
・
年
齢
・
職
業
・
電
話

番
号
を
明
記
し
、
〒
３
７
１
―
０
８

４
３
前
橋
市
新
前
橋
町
一
三
―
一

二
・
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
内

聴
覚
障
害
者
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

プ
ラ
ザ
「
要
約
筆
記
通
訳
者
養
成
講

座
係
」（
�
２
５
５
―
６
６
３
３
）
へ

は
り
や
入
浴
な
ど

申
請
で
割
引
券
交
付

特
定
多
数
の
人
に
利
用
さ
れ
、
公
益

を
増
進
す
る
（
有
料
の
場
合
を
除
く
）

�
固
定
資
産
が
風
水
害
、
火
災
な
ど

で
大
き
な
被
害
を
受
け
た
�
�
〜
�

以
外
で
特
別
の
事
由
が
あ
る
。

減
免
の
申
請
は
、
申
請
書
（
必
要

に
よ
っ
て
事
由
を
証
明
す
る
書
類
を

添
付
）
を
納
期
限
の
七
日
前
ま
で
に

市
役
所
資
産
税
課
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
調
査
の
上
、
減
免
の
可
否
な

ど
を
決
定
し
ま
す
。
な
お
、
本
年
度

の
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
第

一
期
納
期
限
は
、五
月
二
日
�
で
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
同
課
�
８
９
０

―
６
２
１
６
へ
。

日
時
＝
５
月
14
日
〜
９
月
24
日
の
土

曜
十
回
、
午
前
10
時
〜
午
後
０
時
30

分
　
会
場
＝
総
合
福
祉
会
館
（
日
吉

町
二
丁
目
）

対
象
＝
講
座
終
了
後

も
継
続
し
て
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
支

援
活
動
が
で
き
る
人
、
二
十
人
（
抽

選
）

内
容
＝
良
好
な
人
間
関
係
づ

く
り
や
心
理
的
課
題
に
悩
む
人
を
支

援
す
る
た
め
の
傾
聴
・
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
の
学
習
　
参
加
費
＝
一
万
九
千

円
　
申
し
込
み
＝
４
月
30
日
�
ま
で

に
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
�
２
３

２
―
３
８
４
８
へ

国
民
年
金
の
保
険
料

学
生
は
納
付
猶
予
も

固
定
資
産
税
の
減
免

該
当
者
は
申
請
を

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
で

悩
む
人
を
支
援

要
約
筆
記
の
通
訳
者

養
成
す
る
講
座

（江木町）�
明治38年4月13日生まれ�

申請で納付猶予に（前橋工科大で）

市政TV

群馬テレビ・毎月第４火曜�
午前11時35分から7分間�


